
第

二

千

百

二

十

号

平

成

二

十

二

年

二

月

五

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

医
療
整
備
課)

七
八
ペ
ー
ジ

告

示

○
各
務
原
市
の
区
域
内
の
町
の
区
域
及
び
名
称
変
更

(

市

町

村

課)

七
八

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

七
九

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

七
九

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
指
定

(
同

)

八
〇

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

八
〇

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
等
の
変
更

(

同

)

八
一

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

八
一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

八
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)
八
四

○
保
安
林
の
指
定
予
定

(

中
濃
農
林
事
務
所)
八
五

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
企
画
課)

八
五

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八
六

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

八
六

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

八
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

八
六

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
計
画
課)

八
七

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

八
七
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日



規

則

特
別
室
使
用
料

二

助
産
に
関
す
る

も
の

特
Ａ
室

特
Ｂ
室

特
Ｃ
室

一

助
産
に
関
す
る

も
の
以
外
の
も
の

特
Ａ
室

特
Ｂ
室

特
Ｃ
室

特
Ｄ
室

Ａ
室

Ｂ
室

Ｃ
室

Ｄ
室

Ｅ
室

Ｆ
室

Ｇ
室

Ｈ
室

Ｉ
室

Ｊ
室

Ｋ
室

一
日
に
つ
き

算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
入
院
料

に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
額
を
加
算
し
た
額

二
二
、
八
〇
〇
円

二
〇
、
〇
〇
〇
円

一
二
、
六
〇
〇
円

算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
入
院
料

に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
額
を
加
算
し
た
額

二
三
、
九
〇
〇
円

二
一
、
〇
〇
〇
円

一
三
、
二
〇
〇
円

一
二
、
六
〇
〇
円

九
、
七
七
〇
円

六
、
七
四
〇
円

六
、
三
〇
〇
円

五
、
八
〇
〇
円

五
、
五
九
〇
円

五
、
四
七
〇
円

四
、
九
四
〇
円

三
、
三
六
〇
円

二
、
五
二
〇
円

二
、
六
二
〇
円

一
、
六
八
〇
円

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
四

丁
目

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
三

丁
目

新
た
に
画
す
る
町

特
Ｄ
室

Ａ
室

Ｂ
室

Ｃ
室

Ｄ
室

Ｅ
室

Ｆ
室

Ｇ
室

Ｈ
室

Ｉ
室

Ｊ
室

Ｋ
室

須
衛
町
二
丁
目
の
一
部

須
衛
町
四
丁
目
の
一
部
、
須
衛
町
六
丁
目
の
一
部
、
各
務
船
山
町
三
丁
目

の
一
部

新
た
に
画
す
る
町
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
町

一
日
に
つ
き

一
二
、
〇
〇
〇
円

九
、
三
〇
〇
円

六
、
四
二
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

五
、
五
二
〇
円

五
、
三
二
〇
円

五
、
二
一
〇
円

四
、
七
〇
〇
円

三
、
二
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
号

岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
特
別
室
使
用
料
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
十
五
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
務

原
市
の
区
域
内
の
町
の
区
域
及
び
名
称
を
変
更
し
た
旨
各
務
原
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
町
の
区
域
及
び
名
称
は
次
の
と
お
り

で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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映
画

種
類

丸
見
え
や
り
抜
き
温
泉

奴
隷
船

色
情
痴
女
密
室
の
手
ほ
ど
き

義
母
と
郵
便
配
達
人
―
禁
欲
―

新
婚
O
L
い
た
ず
ら
な
桃
尻

シ
ャ
ネ
ル
＆
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー

題
名

等

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

ヘ
キ
サ
ゴ
ン
・
ピ
ク

チ
ャ
ー
ズ

配
給
会
社
名
等

一

掲
示
場

県
庁
及
び
各
務
原
市
役
所

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

岐
阜
県
告
示
第
五
十
六
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
22年
２
月
５
日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六

年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し

た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第
十
二
条
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
よ
う
な

ん
店

ク
オ
ー
ル
株
式
会

社

海
津
市
南
濃
町
津
屋
一
四
九

一
―
四

平
成��･�･�

さ
く
ら
薬
局
海
津
店

ク
ラ
フ
ト
株
式
会

社

海
津
市
海
津
町
福
江
六
五
六

―
一

同

さ
く
ら
調
剤
薬
局

株
式
会
社
メ
デ
ィ

カ
ル
レ
ゾ
ナ
ン
ス

瑞
穂
市
只
越
九
〇
七
―
三

同

北

小

田

薬

局

株
式
会
社
Ｇ
・
ス

ピ
リ
ッ
ツ

瑞
穂
市
北
小
田
町
二
―
二
九

六
―
四

同

シ
ン
エ
イ
調
剤
薬
局

合
同
会
社
コ
ー
デ

ィ
ア
ル

土
岐
市
泉
神
栄
町
四
―
三

同

た
ぐ
ち
耳
鼻
咽
喉
科

田

口

欣

秀

恵
那
市
長
島
町
中
野
二
五
八

―
一

平
成��･�･�

宮

川

薬

局

株
式
会
社
ミ
ヤ
ガ

ワ
メ
デ
ィ
カ
ル

羽
島
郡
笠
松
町
奈
良
町
一
一

六
番
地

同

中
部
薬
品
多
治
見
旭
ヶ

丘
薬
局

中
部
薬
品
株
式
会

社

多
治
見
市
小
名
田
町
西
ヶ
洞

一
―
三
二
五

同

タ
ジ
ミ
第
一
病
院

医
療
法
人
仁
寿
会

多
治
見
市
小
名
田
町
西
ヶ
洞

一
―
六
四
八

平
成��･�･��

第
一
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
仁
寿
会

多
治
見
市
十
九
田
町
一
―
一

〇

同

ト
ー
カ
イ
薬
局
多
治
見

中
央
店

株
式
会
社
ト
ー
カ

イ
メ
デ
ィ
カ
ル

多
治
見
市
小
名
田
町
西
ヶ
洞

一
九
―
五

同
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て
ら
し
ま
整
形
外
科

寺

島

広

昭

山
県
市
東
深
瀬
一
七
五
―
一

平
成��･��･�

た
じ
み
岩
瀬
眼
科

岩

瀬

愛

子

多
治
見
市
本
町
三
―
一
〇
一

―
一
ク
リ
ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
多

治
見
四
階

同

む
ら
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
信
久
会

大
垣
市
大
井
二
―
四
四
―
二

同

伊
藤
歯
科
医
院

竹

田

明

夫

中
津
川
市
太
田
町
二
―
四
―

一
七

同

た
か
や
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

押

谷

正

香

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木
二

―
二

同

ラ
イ
ン
調
剤
薬
局
大
井

店

サ
ン
ラ
イ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル
株
式
会
社

大
垣
市
大
井
二
―
四
四
―
五

同

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
北
方

店

有
限
会
社
ヘ
ル
ス

サ
ポ
ー
ト

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
字
野
田

四
七
四
―
一

平
成��･��･��

い
と
う
耳
鼻
咽
喉
科

医
療
法
人
向
陽
会

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
四
七
三

番
地

同��･��

こ
ん
ど
う
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

近

藤

正

弘

可
児
市
羽
崎
二
町
田
二
四
五

―
一

同��･�

し
み
ず
こ
ど
も
ク
リ
ニ

ッ
ク

清

水

信

雄

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
―
三

四
―
一

同

た
け
う
ち
こ
ど
も
ク
リ

ニ
ッ
ク

竹

内

三

奈

可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
一
一

五
一
―
二

同

や
ま
う
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

山

内

克

亮

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
北
五
―

七
九
―
一

同

あ
お
い
調
剤
薬
局

株
式
会
社
フ
ァ
ー

マ
ビ
ジ
ョ
ン

可
児
市
羽
崎
二
四
五
―
四

同

き
ら
ら
調
剤
薬
局

山

本

俊

司

可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
一
一

五
一
―
五

同

に
し
む
ら
調
剤
薬
局

株
式
会
社
優

土
岐
市
妻
木
平
成
町
一
―
二

〇

同

岐
阜
県
告
示
第
五
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六

年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護

事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第

十
二
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
訪
問
看
護
事

業
者
等
の
名
称

指
定
訪
問
看
護
事
業

者
等
の
事
務
所
の
所

在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
セ
イ
ヨ

ウ
ト
レ
ー
デ
ィ
ン

グ

岐
阜
市
日
置
江
七
―

七
―
一
〇

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ま
ご
こ
ろ

安
八
郡
輪
之
内
町
南

波
六
五
九
―
一
コ
ー

ポ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｙ

Ａ
一
〇
三
号
室

平
成
��･��･�

株
式
会
社
ケ
ア
メ

イ
ト
中
部

多
治
見
市
音
羽
町
四

―
七
二
Ｙ
Ｕ
―
Ｋ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
Ｏ
音
羽
ビ
ル

三
Ｆ

訪
問
看
護
ケ
ア
メ

イ
ト
岐
阜

羽
島
郡
笠
松
町
美
笠

通
一
―
一
四
―
二

同

岐
阜
県
告
示
第
五
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

廃
止
年
月
日
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さ
く
ら
調
剤
薬
局

株
式
会
社
Ｃ
＆
Ｃ

メ
デ
ィ
カ
ル

瑞
穂
市
只
越
九
〇
七
―
三

平
成��･�･��

瑞
浪
は
な
の
木
薬
局

株
式
会
社
ヘ
リ
ッ

ク
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ

瑞
浪
市
北
小
田
町
二
―
二
九

六
―
四

同

シ
ン
エ
イ
調
剤
薬
局

有
限
会
社
タ
ナ
ハ

シ
フ
ァ
ー
マ

土
岐
市
泉
神
栄
町
四
―
三

同

田
口
耳
鼻
咽
喉
科

田

口

哲

雄

恵
那
市
大
井
町
三
一
一
―
二

平
成��･�･�

山
口
歯
科
医
院

山

口

晁

大
垣
市
丸
の
内
二
―
二
四

同

太
田
橋
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

渡

辺

一

郎

美
濃
加
茂
市
御
門
町
一
―
五

―
七

同

宮

川

薬

局

合
資
会
社
宮
川
薬

局

羽
島
郡
岐
南
町
石
原
瀬
二
―

八
七

同

ジ
ッ
プ
ド
ラ
ッ
グ

桐

生
薬
局

株
式
会
社
ジ
ッ
プ

ド
ラ
ッ
グ

高
山
市
桐
生
町
二
―
三
四
八

同

タ
ジ
ミ
第
一
病
院

医
療
法
人
仁
寿
会

多
治
見
市
十
九
田
町
一
―
一

三

平
成��･�･��

ト
ー
カ
イ
薬
局
多
治
見

中
央
店

株
式
会
社
ト
ー
カ

イ
メ
デ
ィ
カ
ル

多
治
見
市
十
九
田
町
二
―
八

五

同

た
じ
み
岩
瀬
眼
科

医
療
法
人
瞳
会

多
治
見
市
本
町
三
―
一
〇
一

―
一

平
成��･��･�

伊
藤
歯
科
医
院

伊

藤

成

章

中
津
川
市
太
田
町
二
―
四
―

一
七

同

コ
ス
モ
調
剤
薬
局

北

方
店

有
限
会
社
ヘ
ル
ス

サ
ポ
ー
ト

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
字
東
徳

繁
四
〇
七
―
一

平
成��･��･��

い
と
う
耳
鼻
咽
喉
科

伊

藤

篤

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
字
東
徳

繁
四
〇
七
―
一
高
井
ビ
ル
二

階

同��･��

井
戸
歯
科
医
院

井

戸

徳

重

美
濃
加
茂
市
西
町
六
―
一
〇

同��･�

に
し
む
ら
調
剤
薬
局

西

村

一

則

土
岐
市
妻
木
平
成
町
一
―
二

〇

同

岐
阜
県
告
示
第
六
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
の
開
設
者
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

変
更
年
月
日

ア
イ
ン
薬
局
美
濃
店

新

株
式
会
社
ア

イ
ン
メ
デ
ィ

オ

旧

株
式
会
社
ア

イ
ン
東
海

美
濃
市
中
央
四
―
三
―
一
六

平
成��･��･�

ア
イ
ン
薬
局
那
加
店

新

株
式
会
社
ア

イ
ン
メ
デ
ィ

オ

旧

株
式
会
社
ア

イ
ン
東
海

各
務
原
市
那
加
西
市
場
町
七

―
二
八
八
―
三

同

岐
阜
県
告
示
第
六
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岐
阜
市
芥
見
七
丁
目
四
七
の
一
、
四
八
の
一
、
五
〇
の
一
、
五
一
の
一
、
五
二
の
一
、
五
五
、
五

八
、
六
一
か
ら
六
三
ま
で
、
六
五
か
ら
六
七
ま
で
、
七
〇
の
一

二

指
定
の
目
的
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土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
岐
阜
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
苗
木
字
井
汲
六
四
五
の
二
一
、
六
四
五
の
三
六
、
加
子
母
字
小
郷
東
三
の
三
三
一
か
ら

三
の
三
三
四
ま
で
、
三
の
三
五
〇
、
三
の
三
五
一
、
字
東
万
賀
五
三
七
一
の
一
八
七
か
ら
五
三
七
一

の
一
八
九
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛�
市
河
合
町
小
無
雁
字
向
中
沢
上
七
〇
四
の
一
五
、
七
〇
四
の
一
八
、
七
〇
四
の
一
九
、
字
小

無
雁
谷
筋
七
四
四
か
ら
七
四
六
ま
で
、
七
五
〇
か
ら
七
五
三
ま
で
、
七
五
五
、
七
五
六
、
七
六
八
か

ら
七
七
一
ま
で
、
字
か
り
や
す
七
七
八
の
一
、
七
七
八
の
二
、
七
八
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
美
並
町
上
田
字
陰
地
平
一
七
七
六
の
一
、
一
七
八
四
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
美
並
町
上
田
字
露
洞
三
五
四
七
の
七
、
三
五
四
七
の
一
七
、
字
茅
野
三
五
四
八
の
三
、
三

五
四
八
の
七
、
白
鳥
町
中
西
字
原
口
四
〇
九
の
一
、
白
鳥
町
阿
多
岐
字
折
坂
一
一
五
八
の
四
九
、
一

一
五
八
の
五
一
、
一
一
五
八
の
五
二
、
一
一
五
八
の
七
三
、
大
和
町
剣
字
宮
ケ
洞
二
〇
八
七
の
三
七

か
ら
二
〇
八
七
の
四
三
ま
で
、
二
〇
八
七
の
四
六
、
二
〇
八
七
の
四
八
、
二
〇
八
七
の
四
九
、
二
〇

八
七
の
五
四
、
二
〇
九
二
の
五
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
萩
原
町
山
之
口
字
カ
ジ
ヤ
二
〇
九
七
、
字
鈴
ケ
洞
三
〇
五
三
の
七
、
字
高
平
三
〇
六
五
の

一
二
、
三
〇
六
五
の
一
四
、
字
小
足
谷
三
〇
七
三
の
二
、
三
〇
七
三
の
四
、
字
大
月
出
三
〇
七
四
の

三
、
字
ノ
ジ
ヤ
ラ
谷
三
九
九
七
、
三
九
九
八
の
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
萩
原
町
奥
田
洞
字
は
じ
か
み
一
四
六
二
、
一
四
六
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
八
幡
町
那
比
字
岡
谷
六
六
三
〇
の
一
、
六
六
三
〇
の
二
、
字
道
ケ
洞
六
四
六
〇
の
一
九
、

六
四
六
〇
の
二
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

月

瀬

上
矢
作
線

路
線
名

恵
那
市
上
矢
作
町
字
下
川
原

五
四
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
万
場
七

七
三
番
八
地
先
ま
で

恵
那
市
上
矢
作
町
字
下
川
原

五
四
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
万
場
七

六
九
番
一
地
先
ま
で

恵
那
市
上
矢
作
町
字
下
川
原

五
四
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
万
場
七

七
三
番
八
地
先
ま
で

恵
那
市
上
矢
作
町
字
下
川
原

五
二
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

五
四
二
番
一
地
先
ま
で

区

間

Ａ
後

Ｂ
前
Ａ 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜�･���･�〜��･� �･�〜�･� ��･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)�、���･��、���･� �、���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

岐
阜
県
告
示
第
七
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

関
市
上
之
保
字
大
洞
八
一
六
〇
、
八
一
七
〇
の
一
、
八
一
七
〇
の
二

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

２

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
中
濃
農
林
事
務
所
及
び
関
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
構
築
・
運
用
管
理
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
21年
12月
９
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
22年
１
月
19日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
２
丁
目
２
番
５
号

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
牧
俊
夫

６
落
札
金
額
62,349,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地
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有
限
会
社
近
藤
薬
局

た
な
せ
薬
局

名

称

シ
モ
ダ
薬
局
平
和
店

平
成
調
剤
薬
局
は
ー
と
笠

松
店 名

称

土
岐
市
泉
岩
畑
町
四
―
一
二

瑞
穂
市
唐
栗
二
七
五
―
三

所

在

地

多
治
見
市
平
和
町
七
―
七
六

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
六
七
二
―
一

所

在

地

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同��･�･�� 平
成
��･�･� 変

更

年
月
日

同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
十
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
お
つ

三

代

表

者

の

氏

名

加
藤

良
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津
四
二
九
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
要
援
護
高
齢
者
・
独
居
者
・
高
齢
夫
婦
世
帯
及

び
身
体
障
害
者
並
び
に
そ
の
家
族
に
対
し
、
要
介
護
状
態
に
陥
ら

な
い
為
の
生
活
支
援
・
介
護
予
防
又
は
家
族
介
護
支
援
に
関
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。
及
び
、
在
宅
高
齢
者
等
に
生
き
が

い
・
健
康
・
介
護
・
転
倒
防
止
等
の
知
識
の
普
及
啓
発
活
動
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
自
立
と
生
活
の
質
の
確
保
を
図

る
と
共
に
、
健
や
か
で
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と

で
、
総
合
的
な
保
健
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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県
営
中
山
間
地
域
農
村
活

性
化
総
合
整
備
事
業

事

業

の

種

類

揖
斐
西
部
地
区(

農
道
整
備)

揖
斐
西
部
地
区(

農
業
用
用

排
水
施
設
整
備)

施
行
に
係
る
地
区
名

同

六
・
三
〇

平
成
二
一
・
一
〇
・
一
五

工
事
完
了
年
月
日

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
中
部
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
垂
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

不
破
郡
垂
井
町
二
二
八
九
番
五

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
中
部
株
式
会
社

(

変
更
後)

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
中
部
株
式
会
社

外
二
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
中
部
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
垂
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

不
破
郡
垂
井
町
二
二
八
九
番
五

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

三
箇
所

(

変
更
後)

五
箇
所

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
相

手
方
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
通
知
の
内
容
を
岐
阜

市
役
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

森
林
所
有
者
の
登
記
簿
上
の
氏
名

亀
山
謙
二

二

通
知
の
要
旨

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
付
け
岐
阜
県
告
示
第
六
十
一
号
の
と
お
り
、
森
林
が
保
安
林
に
指
定
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。
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平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


